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居住費 食費
短期入
所生活
介護費

合計
（1日）

合計
（30日間）

短期入
所生活
介護費

合計
（1日）

合計
（30日間）

短期入
所生活
介護費

合計
（1日）

合計
（30日間）

第１段階 380 300 1,131 33930
第２段階 480 600 1,531 45930
第３段階① 880 1,000 2,331 69,930
第３段階② 880 1,300 2,631 78930
第４段階 1,235 1,780 3,466 103980 3,917 117,510 4,368 131,040
第１段階 0 300 751 22530
第２段階 430 600 1,481 44430
第３段階① 430 1,000 1,881 56,430
第３段階② 430 1,300 2,181 65430
第４段階 915 1,780 3,146 94380 3,597 107,910 4,048 121,440
第１段階 380 300 1,241 37230
第２段階 480 600 1,641 49230
第３段階① 880 1,000 2,441 73,230
第３段階② 880 1,300 2,741 82230
第４段階 1,235 1,780 3,576 107280 4,137 124,110 4,698 140,940
第１段階 0 300 861 25830
第２段階 430 600 1,591 47730
第３段階① 430 1,000 1,991 59,730
第３段階② 430 1,300 2,291 68730
第４段階 915 1,780 3,256 97680 3,817 114,510 4,378 131,340

ショートステイなぎさ　利用料金表　　　　　　２）加算料金　　

基本料金の他に、下記の該当する利用料が加算されます。

１割 ２割 ３割

１２/日 ２４/日 ３６/日

１００/月 ２００/月 ３００/月

200/月 ４００/月 ６００/月

１８４/回 ３６８/回 ５５２/回

８/回 １６/回 ２４/回

１２０/日 ２４０/日 ３６０/日

200/日 ４００/日 ６００/日

２２/日 ４４/日 ６６/日

１８/日 ３６/日 ５４/日

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

医師が、認知症の行動・心理症状が認められる為、在宅生活が困難
であり、緊急に短期入所生活介護を利用することが適当と判断した
場合（利用開始から７日間）

サービス提供体制
強化加算　（Ⅰ）

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が８０パーセント以上
または勤続１０年以上の介護福祉士の割合が３５パーセント以上

４，１００円～／回

私物クリーニング代 ドライ　　　　　　　　別紙料金表参照
おやつ代 110円／日
電気代 ５０円／日 テレビ、冷蔵庫、他

３）その他の料金

理美容代

カット・顔そり

若年性認知症利用者
受入加算

介護保険一部負担　加算項目 自己負担額
加算名 サービス内容

機能訓練体制加算 専従の機能訓練指導員を１人以上配置している場合

医師の発行する食事せんに基づき、厚生労働大臣が定める療養食
を提供する場合

若年性認知症の方に対し、個別に担当者を決め、必要に応じたサー
ビスを提供する場合

機能向上連携加算(Ⅱ）
他事業所の理学療法士・作業療法士、言語聴覚士又は医師が短期
入所生活介護の事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同してアセ
スメント、評価、個別機能訓練計画の作成を行っている場合

送迎加算
利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認め
られる利用者宅と事業所の間の送迎を行う場合に算定

療養食加算

機能向上連携加算（Ⅰ）

他事業所の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる
体制を構築し、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を作成する
場合。理学療法士等はICTを活用した動画等で状態把握し助言を行

う

1683

.

負担
限度額

介護保険外負担 介護保険　1割負担 介護保険　2割負担

要
支
援
２

個室

561 1122

多床室

多床室

２，４００円／回

希望者のみ

カット １，８００円／回

顔そり ９００円／回

パーマ ６，７００円～／回
毛染め

ショートステイなぎさ（介護予防短期生活入所介護）　利用料金表　　　１）基本料金　　

費　　用 金　　額 備　　考

介護保険　3割負担

要
支
援
１

個室

451 902 1353

介
護
度

居室

サービス提供体制
強化加算　（Ⅱ）

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が６０パーセント以上

介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善
等を実施している場合に算定 所定単位数の14.0％


